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社会福祉法人指導監査結果概要
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	文書指摘の内容
	改善状況

	＜運営管理＞
・「決議の省略」の実施にあたっては、理由等を明確にした上で、理事長選任といった重要な事項については適用しないこと。

＜会計管理＞
・財務会計に関する事務処理運用及び内部統制の改善を図るため、公認会計士等専門家による支援について速やかに検討すること。



・会計伝票について、経理規程に基づき、適切に承認を行い、その承認過程を明らかにしておくこと。





・複数の科目（引当金、積立金、補助金等）において生じた過誤の要因について十分に精査するとともに、適正かつ明確な運用に改めて再発防止を図ること。



・附属明細書の内容に多くの過誤が認められたため、作成の際は、計算書類との整合性に十分留意すること。
















	
・今後、「決議の省略」は、理由等を明確にした上で実施することとし、理事長選任といった重要な事項については、適用しません。


・指導監査後、税理士事務所に対して、月次決算時における「基本的な事務処理項目や会計帳簿のチェック等財務会計に関する事務処理運用の支援」及び「内部統制の課題発見と改善提案」を依頼しており、その指摘内容に基づき、内部統制の改善を図っています。

・会計伝票について、手書き伝票の場合は、経理規程に基づき、会計責任者が確認し承認印を押す運用を徹底しています。一方、電子伝票（会計システム）については、経理規程に基づきシステムに組み込んだ承認フローに従い、会計責任者が専用のアカウントでログインし、確認・承認を行っています。履歴が自動的に記録されログで残るため、承認過程の明瞭性・透明性は問題無く担保されます。
・今回指摘された複数科目における過誤の要因については、既に精査済みです。今後の再発防止策として、チェック体制の強化（複数職員による確認、税理士事務所への依頼等）や、月次レビュー（仕訳一覧や各勘定残高等に異常がないかを毎月確認）を実施しています。

・今後は、「附属明細書の数値が、対応する計算書類の数値と完全に一致しているか」「附属明細書の勘定科目名や表記方法が、計算書類と統一されているか」「附属明細書で説明されている内容が、計算書類の項目と論理的に矛盾しないか」等、整合性に留意し作成します。
















